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納税代表者(管理人)=新居浜花子
の氏名を記入しても振替されません。 

 

納税義務者(登記上の所有者)=新居浜太郎の住所・氏名を記入。 
 
死亡者の固定資産税に代表者届をしていても、登記の変更はありません。 

 

《間違い例①》納税代表者の氏名は書かない！ 

共有代表者=新居浜一郎の氏

名のみを記入しても振替されません。 

 

新居浜一郎外１名 と共有人数=００２を記入。 

   納入義務者等の氏名     共有人数 
新居浜一郎 外１名   ００２ 

      新居浜一郎 外２名   ００３ 

 

被保険者=愛媛花子の氏名を記入しても振替されません。 

 
世帯主=愛媛太郎の住所・氏名をお書きください。 

保護者=愛媛次郎の住所・氏名をお書きください。 

入所中の子=愛媛夏子の氏名を記入しても振替されません。 

 

亡くなった 

新居浜太郎名義

の固定資産税 

一郎と和子、２人

の共有名義の 

固定資産税 

国

民

健

康

保

険

料 

幼
稚
園
保
育
料
・
保
育
所
保
育
料
・

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
実
費
徴
収
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《間違い例②》共有者名義に注意！ 

〈例〉 

《間違い例③》世帯主の氏名を記入して下さい！ 

《間違い例④》保護者の氏名を記入して下さい！ 
       （子どもの名前ではありません。） 

市税等口座振替についての 

お 問 い 合 わ せ 先 

 

新 居 浜 市 役 所 総 務 部 収 税 課 

〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５－１  TEL0897-65-1226 

納入義務者の住所 納 入 義 務 者 
の 氏 名 

納 入 義 務 者 
の 氏 名 

納入義務者の住所 

納入義務者の住所 納 入 義 務 者 
の 氏 名 

納入義務者の住所 納 入 義 務 者 
の 氏 名 


